
日 時：令和５年９月２１日（木）９：３０～１６：３０

場 所：香川県森林センター 実習室

参加者： 林業種苗の生産事業を行おうとする１名

主 催：香川県森林・林業政策課

⑥森林センター所長から修了証
明書が手渡されました。

（香川県森林センター 林業普及指導員）

スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツなど林業に提供される樹木の苗木等を生産しようとす

る方は、林業種苗法に基づいて、都道府県が実施する「林業種苗生産事業者講習会」を受講

しなければなりません。今年は１名の申し込みがあり、これまでどおり森林センターで開催

しました。

講習会で学ぶ内容は林業種苗法で決められています。「種苗に関する法令」「種苗の産地

及び系統に関する事項」「種苗の生産技術に関する事項」の３本立てです。無事に講習を終

えられ、「大変勉強になりました」と感想をいただきました。

林業種苗生産事業者講習会を開催しました

①講義「種苗に関する法令」
（森林・林業政策課林業用種苗担当）

⑤あえて素手で行うことで、感覚
をつかんでいただきました。

④生産技術の実習として、コン
テナ苗の培地づくりをしました。

③講義「種苗の生産技術に関する
事項」
（森林センター林業普及指導員）

②講義「種苗の産地及び系統
に関する事項」
（森林センター育種育苗担当）


